
一
頁

○
総
務
省
令
第
四
十
五
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
八
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
二
十
一
第
二
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中
「
、
Ｇ
七
Ｗ
電
波
又
は
Ｘ
七
Ｗ
電

波
」
を
「
又
は
Ｇ
七
Ｗ
電
波
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
、
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
変
調
」
を
「
又

は
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

Ｘ
七
Ｗ
電
波
一
、
二
四
〇

を
超
え
一
、
三
〇
〇

以
下
、
二
、
三
三
〇

を
超
え
二
、
三
七
〇

以
下
、
五
・
八
五

MHz

MHz

MHz

MHz

を
超
え
五
・
九
二
五

以
下
、
六
・
四
二
五

を
超
え
六
・
五
七

以
下
、
六
・
八
七

を
超
え
七
・
一
二
五

以
下

GHz

GHz

GHz

GHz

GHz

GHz

、
一
〇
・
二
五

を
超
え
一
〇
・
四
五

以
下
、
一
〇
・
五
五

を
超
え
一
〇
・
六
八

以
下
又
は
一
二
・
九
五

を
超

GHz

GHz

GHz

GHz

GHz



二
頁

え
一
三
・
二
五

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

GHz

イ

通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ロ

変
調
方
式
は
、
直
交
周
波
数
分
割
多
重
変
調
で
あ
る
こ
と
。

ハ

送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
水
平
偏
波
、
垂
直
偏
波
又
は
円
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

別
表
第
一
号
注

ア

中
「5

.
8
5
G
H
z

」
を
「1
,
2
4
0
M
H
z

」
に
改
め
る
。

31
(7)

(ｳ)

を
超

え
以

下
を

超
え

以
下

を
超

え

別
表
第
二
号
第

１

中
「5

.
8
5
G
H
z

5
.
9
2
5
G
H
z

」
を
「1

,
2
4
0
M
H
z

1
,
3
0
0
M
H
z

2
,
3
3
0
M
H
z

10

(3)

、

2
,
3
7
0
M
H
z

5
.
8
5
G
H
z

5
.
9
2
5
G
H
z

」
に
改
め
る
。

以
下

を
超

え
以

下
、

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


